
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき，公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

市町村名
(市町村コード)

地域名
（地域内農業集落名）

協議の結果を取りまとめた年月日

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。
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（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農振農用地区域内の農地，その他農業振興地域内の農地すべてを原則的に農業上利用する土地とする。

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

①谷津田は狭小等による作業効率の悪さから耕作放棄地が多い。
②畑作は数名の耕作者がいるものの，ほとんどが家庭菜園程度である。
③労働力不足等により，経営規模拡大は難しい。
④スクミリンゴ貝の農業被害等が発生している。

①水田においては，主な担い手への集積・集約による経営の向上を図っていくほか，集団化や法人化等の人員・設備がより
充実した経営体の設立を意図した話し合いを進めていく。
②担い手不足解消に，子息を後継者に見立てるなどの家族経営・兼業農家の立て直しを図っていくほか，外国人やボラン
ティアバイト等の労働力を容易に確保・享受できる体制づくり等，労働力が漲る環境の構築をすすめていく。
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３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

【選択した上記の取組方針】

①鳥獣被害対策を適切に実施するため鳥獣被害対策実施隊を設置し，鳥獣の捕獲，情報収集等を行う。
　農作物等の被害防止のため，農地への電気柵や防護柵等の設置助成に取組む。
⑧台風や暴風雨等の被害防止の対策として農業用ハウスの強靭化，園芸施設共済等への加入促進を図る。
⑩スクミリンゴ貝，ナガエツルノゲイトウなどの作物被害阻止に取組む。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

高齢化や機械の老朽化等により，農業経営が困難となった小規模兼業農家等，必要な農家が一定の農業工程を
肩代わりしてもらうこととする。受託する側の機械と人員等の体制に合わせたものとなる。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

（３）基盤整備事業への取組方針

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため，農地の大区画化・汎用化等の基盤整備に取り組む。
・畦畔除去・改善，圃場の排水・水持ち状況改善など小規模な農地改良事業に取り組む。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針
①集積・集約を進めることで，規模拡大を進めていくことを基本とするが，状況に応じて大規模農家の前の中規模農家を増やしていくことにも取り組む。②規
模を問わず，農業機械等の設備が容易に提供される環境・仕組みの話し合いや農業全般を担う集団事業体・法人事業体創設といった内容の話し合いも状
況次第で行っていく。③行政で新規就農に向けた総合的支援策が示されたとき，農業技術支援や実践研修に応じる現業農家等を用意するなど，行政と連携
し就農支援の一翼を担い，地域内農業者の発掘を図っていく。④家族間での農業手伝いの賞賛，若年・中年世代と農業団体等との交流を通じた親近感向
上，垣根除去など就農への疎遠意識改革を図る。⑤状況に応じて行政機関への要望事業を行う。（担い手外，小規模農家に対する支援策等）⑥地域の新規
就農者確保に向けて，時宜，大学・学校等若い世代が集まる場でチラシ配布・就農アピールを行うなどの就農喚起を図っていく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

①水田が多く，現在は複数の担い手がいるものの高齢化が進んでいるため，後継者の育成に取組みながら継続
して中心経営体に担ってもらう。

（２）農地中間管理機構の活用方針

　将来の経営農地の集約化を目指し，農地所有者は，出し手・受け手にかかわらず，原則として農地中間管理機
構に貸し付けていく。中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には，農地バンク機
能を活用し，農地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう農地中間管理機構を
通じて中心経営体への貸付けを進めていく。


